
2025.9.25 53

〒060-0808
 札幌市北区北8条西6丁目2-23-806

控
訴
審
口
頭
弁
論
　 

2
0
2
5
年
12
月
26
日
（
金
）
14
:
30
か
ら
　 

場
所
/
札
幌
高
等
裁
判
所
（
中
央
区
大
通
西
11
丁
目
）

一
審
原
告
意
見
陳
述

傍
聴
席
は
概
ね
埋
ま
っ
た

次
回
期
日
に
向
け
た
準
備
等

今
後
の
予
定
等

２
０
２
5
年
8
月
8
日
、
控
訴
審
第
7
回
期
日
が

46
札
幌
高
裁
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　
　

２
０
２
５
年
８
月
８
日
午
後
２

時
30
分
よ
り
札
幌
高
裁
で
、第
７
回

口
頭
弁
論
期
日
が
開
か
れ
ま
し
た
。

傍
聴
席
は
多
く
が
埋
ま
っ
て
い
ま

し
た
。

　

期
日
で
は
、一
審
原
告
、一
審
被
告

が
、そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
書
面
を
提
出

し
ま
し
た
。

１　

一
審
原
告
は
、近
郊
居
住
の
原

告
に
お
い
て
、渡
辺
教
授
の
見
解
を

元
に
海
底
活
断
層
の
存
在
及
び
長
さ

に
つ
い
て
主
張
す
る
第
７
準
備
書
面

と
、女
川
原
発
差
止
請
求
訴
訟
控
訴

審
判
決
を
踏
ま
え
つ
つ
、被
告
の
避

難
等
を
定
め
た
防
災
計
画
で
は
現
実

的
に
避
難
が
実
現
不
可
能
で
あ
り
、

防
災
計
画
に
実
行
性
が
な
い
た
め
生

命
等
に
対
す
る
具
体
的
危
険
が
存
在

す
る
旨
主
張
す
る
第
８
準
備
書
面
を

提
出
し
ま
し
た
。

２　

一
審
被
告
は
、防
潮
堤
完
成
前

に
原
発
が
稼
働
す
る
こ
と
は
事
実
上

あ
り
得
な
い
か
ら
生
命
等
へ
の
具
体

的
危
険
は
な
い
旨
主
張
す
る
準
備
書

面（
11
）と
、基
準
地
震
動
及
び
耐
震

設
計
に
関
す
る
主
張
を
補
充
す
る
準

1

備
書
面（
12
）を
提
出
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、第
６
回
期
日
に
お
い
て
原

告
が
行
っ
た
渡
辺
教
授
の
証
人
尋
問

の
申
請
に
対
し
こ
れ
を
不
要
と
す
る

意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

2

（
文
責
）

佐
々
木 

泰
平

　

次
回
期
日

は
、令
和
７
年

12
月
26
日（
金
）

午
後
２
時
30
分

か
ら
で
す
。

　

次
回
も
た
く

さ
ん
の
方
に

傍
聴
に
お
い

で
い
た
だ
き
、

と
も
に
廃
炉

へ
の
意
志
を

表
明
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

　

一
審
原
告
の
意
見
陳
述
は
、佐
藤

惠
子
さ
ん
が
行
い
ま
し
た
。

　

女
川
原
発
差
止
訴
訟
や
東
電
福
島

第
一
原
発
の
株
主
代
表
訴
訟
な
ど
で

原
告
側
敗
訴
が
相
次
い
だ
こ
と
に
触

れ
、災
害
の
多
い
日
本
で
、国
も
電
力

事
業
者
も
事
故
の
責
任
を
負
わ
な
い

こ
と
に
つ
い
て
の
理
不
尽
を
訴
え
る

と
と
も
に
、増
え
続
け
る
核
ゴ
ミ
、避

難
計
画
の
ず
さ
ん
さ
故
適
切
な
避
難

も
ま
ま
な
ら
な
い
な
ど
問
題
が
山
積

み
の
原
発
を
動
か
す
こ
と
の
不
当
さ

を
指
摘
す
る
意
見
を
陳
述
さ
れ
ま
し

た
。

　
　

一
審
原
告
は
、被
告
が
提
出
し

た
証
人
尋
問
申
請
に
対
す
る
意
見
書

に
対
し
、反
論
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。関
連
し
て
、「
差
止
請
求
の
可

否
に
関
し
、控
訴
審
口
頭
弁
論
終
結

時
の
人
格
権
侵
害
の
具
体
的
危
険
性

の
有
無
の
判
断
に
あ
た
り
、『
防
潮
堤

の
完
成
』と
、『
新
規
制
基
準
に
合
格

し
た
施
設
の
再
稼
働
の
可
能
性
』は
、

具
体
的
危
険
性
と
関
連
し
な
い
、と

い
う
主
張
を
原
告
が
し
て
い
る
も
の

と
裁
判
所
は
受
け
取
っ
て
い
る
が
、

そ
の
よ
う
な
理
解
で
よ
い
か
」と
い

う
裁
判
所
か
ら
の
釈
明
に
対
し
、回

答
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

一
審
被
告
は
、近
郊
居
住
原
告
の

第
８
準
備
書
面
に
対
す
る
反
論
を
行

う
こ
と
と
、同
第
７
準
備
書
面
に
つ

い
て
も
反
論
の
要
否
を
検
討
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。




